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はじめに 

留学等海外渡航手続きについて 

東京科学大学では、本学学生の留学状況、有事の際の学生所在の把握を正確に行うため、海外に渡
航する全ての学生に渡航前の留学等海外渡航手続きを義務付けています。東京科学大学電子申請シ
ステム(学内サービス名：楽々WFⅡ（らくらくワークフローⅡ）)下の「留学等海外渡航手続きシ
ステム」で海外渡航手続きを行ってください。 
 
本システムでは、海外渡航手続きで提出が必要な「海外渡航届」、「留学願」、「出発届」、「留学終了
報告書」の 4 種類の文書をオンラインで提出することができます。どの文書を提出する必要がある
かは、各学生の渡航期間や目的等で異なります。以下の図は、各文書の提出条件およびシステムで
の文書作成の流れを示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 次ページから 5 ページまでは、各文書作成から提出、承認までの流れを説明しています。6 ペ
ージ以降に各文書の作成手順詳細を説明しています。これらを参照して、必要な渡航手続きをオン
ラインで完了してください。もしも操作に迷ったら、教育推進部国際教育課
（outbound@adm.isct.ac.jp）にご相談ください。 
 
※ 入学後および内部進学後は、「留学等海外渡航手続きシステム」へのユーザー情報反映に 2 週間
程度を要しています。この間、システムは使用できません。ユーザー情報に関する不明点は 
wfinquiry@zen.titech.ac.jp まで質問してください。 
  

 

https://www.titech.ac.jp/international-student-exchange/students/abroad/procedures
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1. 海外渡航届 提出の流れ 

 
 
★海外渡航届の情報の共有及び使用の範囲★ 
海外渡航届を提出すると、その内容は指導教員、初年次担当主任／系主任・コース主任、系・コース
担当事務、教育推進部学生支援課に共有され、教育推進部国際教育課フォルダにデータが蓄積され
ます。提出いただいた情報は、有事の際の学生の危機管理及び大学の各種実績調査・統計等に個人が
特定されない形で使用され、それ以外の目的では使用されません。 
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2. 留学願 提出の流れ 

 
 
★留学願の情報の共有及び使用範囲★ 
留学願を提出すると、承認者である指導教員、初年次担当主任／系主任・コース主任、教育推進部教
務課に加え、系・コース担当事務及び留学プログラム担当者（本学プログラムに参加の場合）に情報
が共有されます。 
提出いただいた情報は、身分異動（在学→留学）の手続きに使用され、それ以外の目的では使用され
ません。  
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3. 出発届 提出の流れ 

 
 

★出発願の情報の共有及び使用範囲★ 
出発願を提出すると、確認者である留学プログラム担当者（本学プログラムに参加の場合）のみが
情報を閲覧します。 
提出いただいた情報は、有事の際の学生の危機管理に使用され、それ以外の目的では使用されませ
ん。 
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4. 留学終了報告書 提出の流れ 

 
 
※STEP１ 
自動作成された「留学終了報告書」がない場合は、新規に作成することも可能です。その場合は、留学願
の情報が引き継がれませんので、全ての情報を新たに入力する必要があります。 
 
★留学終了報告書の情報の共有及び使用範囲★ 
留学終了報告書を提出すると、承認者である指導教員、初年次担当主任／系主任・コース主任、教育
推進部教務課に加え、系・コース担当事務及び留学プログラム担当者（本学プログラムに参加の場
合）に情報が共有されます。 
提出いただいた情報は、活動実績の把握と身分異動（留学→在学）の手続きに使用され、それ以外の
目的では使用されません。 
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留学前 

Ⅰ．海外渡航届 

1. 海外渡航届を作成する 

（１）楽々WFⅡ(申請システム)のホーム画面の「作成」タブ（または「作成」ボタン）をクリックしま
す。 

 
 
画面左側のフォルダーツリーから、「海外渡航届」を選択すると、海外渡航届の入力画面が表示されま
す。 

 

メインメニュー 

操作を選びます。 

フォルダ－ツリー 

文書を選びます。 

ご自身のアカウント
であることをお確か
めください。 
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（２）入力画面で必要な入力を行います。教務課に届け出ている情報は自動表示されます。まだ情報が入
っていない項目を埋めてください。＊は入力必須項目です。 

 
※ 次の学年または課程に進学後に留学をする、学部 1 年生、学部 4 年生、修士 2 年生は、進学により、シ
ステムの承認フローや学籍番号に変更が生じるため、年度が変わって自身のデータが新課程に更新されて
いることを確認の上、海外渡航届を作成してください。（旧学年、旧課程のまま、作成しないでください。） 
⇒（例：4 月入学学生）修士 1 年生の 7 月に海外渡航を予定している場合、学部 4 年生のうちは海外渡航

届を作成せず、修士課程に進学した 4 月以降に作成してください。 
 

 

 
・A. 申請者情報 

教務 WEB システムの登録内容が表示されます。住所や電話番号等の情報が古い場合は、修正してく
ださい。 
※ 引越し等で住所が変わっている場合は、別途、教務 WEB システムでも住所変更を行ってください。 
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・B. 渡航者情報 

渡航期間：移動日を含む、出国予定日～帰国予定日を入力します。カレンダーアイコンをクリック
し、ポップアップ画面に現れるカレンダーで日付を選択できます。 
現地での活動期間（留学期間）：受入大学が発行した「受入れ承諾書」に記載されている、受入期間
を入力してください。活動期間と受入期間が異なる場合は、「J.その他特記事項」に理由を記入して
ください。渡航期間外の活動期間は入力できません。C.の海外渡航の目的が「業務による出張」また
は「私事旅行」の場合、本項目は入力不要です。 
渡航先国（1）（2）：参照リストから国名を選択します。２か国まで入力できます。1 回の渡航で 3 か
国以上を訪問する場合は、3 か国目以降は「その他特記事項」に記載してください。 
※ 本学の方針で、外務省危険情報レベル 2～4 の国・地域には渡航できません。 
 

 

・C. 留学願の作成要否 
各項目を入力すると、システムが「留学願」の作成要否を自動判定します。 
 
海外渡航の目的：プルダウンメニューから該当する目的を選択します。 
現地での活動期間：「B.渡航情報」で入力した「現地での活動期間」から自動入力されます。 
 
以下の項目は、選択した海外渡航の目的、現地での活動期間に応じて、入力要否が変わります。 

休学の有無：本渡航において休学の有無について選択します 
単位認定の有無：留学先の単位を本学の単位に認定する予定の有無について選択します。「無」と

https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/
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回答すると、後から単位認定できなくなることがありますので、少しでも単位認定の可能性がある
場合は「有」を選択してください。 
渡航中の本学での身分：本渡航期間の本学での身分について選択します。 

 
留学願（自動入力）：上記の「海外渡航の目的」及び続く設問の回答に応じて自動選択されます。 
「作成要」の場合は、海外渡航届を提出した時点で自動的に留学願の下書きが作成されます。 
 
※ 留学願の作成要否詳細については「渡航タイプ Finder」と「渡航タイプと提出必須書類」を参照して
ください。 

 

 
・D. 本渡航に関連する留学プログラム/授業科目情報 

◆プログラム/授業科目 
C.の海外渡航の目的が「海外大学等への留学/研修」、「研究活動・フィールドトリップ等」、「ダブル
ディグリープログラム」以外の場合、本項目は入力不要です。 
 
留学プログラム/授業科目名(1)：参照ボタンをクリックして、自身が参加する留学プログラム/授業
科目名を検索して選択します（何も入力せずに検索ボタンをクリックすると全プログラムのリスト
が表示されます）。参照リストにない場合は「9999 その他」を選択してください。奨学金プログラム
は、奨学金プログラム/留学プログラム/授業科目(2)に入力してください。 
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･･･プログラムコード、･･･プログラム担当、･･･担当部局：留学プログラム/授業科目名(1)から自動
入力されます。プログラム担当には海外渡航届が共有されます。 
･･･出発届と誓約書：留学プログラム/授業科目名(1)から自動選択されます。「作成要」の場合は、海
外渡航届を提出した時点で自動的に出発届の下書きが作成されます。 
奨学金プログラム/留学プログラム/授業科目名(2)：奨学金プログラムがある場合、参加プログラム
が複数ある場合に入力してください。 
･･･プログラムコード、･･･プログラム担当、･･･担当部局：留学プログラム/授業科目名(2)から自動
入力されます。プログラム担当には海外渡航届が共有されます。 
奨学金プログラム/留学プログラム/授業科目名(3)：参照リストにプログラムがない場合、参加プロ
グラムが複数ある場合に入力してください。複数のプログラムを入力する場合はカンマで区切って
ください。 
◆留学/訪問先大学・機関 
C.の海外渡航の目的が「会議出席」、「業務による出張」、「私事旅行」の場合、本項目は入力不要です。 
 
留学/訪問先 大学・機関(1)：大学名、研究機関名等を参照リストから入力します。参照リストにな
い場合は、入力不要です。 

･･･大学・機関コード：留学/訪問先大学・機関(1)から自動入力されます。 
留学/訪問先 大学・機関(2)：参照リストにない場合、留学先が複数ある場合に入力します。複数の
留学先を入力する場合はカンマで区切ってください。 
留学先 在籍学部学科・研究科等：留学先で在籍する学部/学科/研究科名を入力します。 
 

 
・E. 本渡航での東京科学大学の単位取得 

単位取得【A】：海外大学で取得する単位を東京科学大学の単位として認定申請する予定有無を選択
します。未定の場合は「未定」を選択してください。認定申請をする予定がある場合は、授業科目コ
ードと授業科目名をクラスも分かるように入力してください。 
単位取得【B】：今回の海外渡航が単位となる本学の授業科目を履修する予定有無を選択します。未
定の場合は「未定」を選択してください。履修予定がある場合は、授業科目コードと授業科目名をク
ラスも分かるように入力してください。 
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・F. 出張手続きの有無 

本渡航における旅行命令の発出の有無について選択します。 
 
※ 旅行命令が発出される場合、海外旅行保険の加入手続きは出張手続きの一部として行われますので、
ご自身での海外旅行保険の加入手続きは不要です。 

 

 
・G. 渡航先での活動概要 

渡航先での活動概要を入力します。 
 

 
・H. 渡航中の本人連絡先 

滞在予定の寮やホームステイ先、アパート、ホテル等の住所、電話番号を入力します。未定の場合は
空欄で構いません。メールアドレスは必須です。 

 

 
・I. 日本における緊急連絡先 

海外渡航中の学生の身に万が一不測の事態が起きた際に大学から連絡する連絡先を入力します。ご
家族やご親戚等、皆さんの安否を一番に知らせるべき相手の情報を入力してください。留学生等、日
本に親族がいない場合は、大学からの連絡を受けて国外の親族に連絡をとってくれる日本在住の方
を記載してください。  
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・J. その他特記事項 

特に連絡事項等がある場合に入力します。 
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2. 海外渡航届を保存する 

（１）全て入力済みであれば「文書保存」をクリックします。未完成であれば「一時保存」をクリックし
て、ここまで入力した情報を保存します。 

 
 
文書を「一時保存」した後に入力を再開する時は、「再入力へ」ボタンをクリックすると入力画面に戻
ります。 

 
再入力が完了したら「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 
（２）正常に保存されると、入力情報確認画面に切り替わり、「下書き」タブに数字が付きます。 
 

    
 

指導教員が 2 名以上いる場合は、以下のようなポップアップ画面が表示されます。詳細は次項をご参
照ください。 

 

【注意】まだ提出されていません！次項に進み提出してください。 
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3. 海外渡航届を提出する 

（１）指導教員が 2 名以上いる場合は、次担当者のプルダウンメニューで実質的な指導教員を選択しま
す。入力に漏れや誤りがなければ「提出」ボタンをクリックします。修正する場合は「文書を訂正」
ボタンから入力画面に戻ります。 

 

   
※「次担当者」で選ばれた指導教員は、文書フロー上の「承認（指導教員）」に入ります。 

 
※ 画面下部の作業履歴画面には、文書フローが示されます。海外渡航届の場合、承認者はいません。「指導
教員」「プログラム担当者」に海外渡航届の提出がメールで通知され、文書閲覧が可能になります。系・コ
ース主任、部局事務担当者は、メール通知はされませんが文書閲覧が可能になります。 

 
「提出」ボタンをクリック後に、「下書き」タブの数字が一つ減り、文書一覧画面に切り替われば、正
常に提出されています。 

 
 
※ 文書一覧画面に切り替わらない場合は、入力エラーが発生している可能性があります。文中のエラー理
由（赤字）を参考に内容を修正して、再度提出してください。 
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画面下部の作業履歴表では、提出日時（「開始」と表記されます）や通知先詳細などが確認できます。 

 
 
子文書一覧には、自動作成された下書き文書が表示されます。以下の場合は「出発届」と「留学願」
の下書きが自動作成されたことを示しています。文書番号または画面上部の「下書き」タブをクリッ
クすると、自動作成された子文書を表示できます。 

   
 
 
 
 
 
 
 
※「海外渡航届」は教育推進部国際教育課に提出されます。途中の承認等はありません。 
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海外渡航届を提出すると、申請者の東京科学大学メールアドレス（isct アドレス）にメールが届きま
す。海外旅行保険の加入についての案内が記載されていますのでよく読んでご対応ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 渡航目的が大学指定の海外旅行保険の対象外（私事旅行等）、または旅行命令が発出される渡航（＝出
張手続きで保険に加入）の場合、メール下部の「大学指定の海外旅行保険加入申込ページ」は空白になりま
す。 

 

 

 

 

 

XXXXX XXXXX 殿 

 

海外渡航届が教育推進部国際教育課に提出されましたので、お知らせします。 

文書番号  :XXXX-XXXX 

作成年月日 :XXXX-XX-XX 

所属グループ:XXX 学院 (XX 系 XX コース)  

作成者   :XXXXX XXXXX  

https://wfdev.irds.titech.ac.jp/RakWF21/rkapServlet?pg=rkad1100&revid=63804&lang=0 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【留学願と出発届について】 

留学願/出発届の項目が"作成要"となっている場合は、[申請待ち]から当該文書を開き、 

期日までに提出してください。 

 留学願： 作成要 

 出発届： 作成要 

 

【海外旅行保険について】 

東京科学大学では、正規課程に在籍し、教育・研究のために海外渡航をする学生は、 

事件・事故及び病気等の事態に備えて本学が指定する海外旅行保険への加入が必須です。 

保険代理店であるイーコールズ株式会社の海外旅行保険加入申込ページ（以下）より、 

出発の 2 週間前までに申込手続きを行ってください。 

 

※出張手続きをする可能性がある場合は、ご自身での保険加入は一旦お控えください。 

ご自身での加入と出張手続きでの保険加入が重複してしまうと、キャンセルに大変な 

手間と時間がかかります。 

 
〇大学指定の海外旅行保険加入申込ページ（日本語ページ）： 

https://XXXX.e-calls.co.jp/XXXX  （パスワード： XXXXXXXXX-XX） 

 

※申込画面（加入登録フォーム）で以下を入力願います。 

 プログラム担当部署： 「13 教育推進部」 

 研修名(プログラム名)： 「1301 派遣交換留学 」 

 

〇大学指定の海外旅行保険の詳細： 

https://www.titech.ac.jp/international-student-exchange/students/abroad/safety#anchor01 

 

system@irds.titech.ac.jp 
【海外渡航届】提出されました (XXXX-XXXX XXXX XXXX) 
XXXX.X.XX@m.titech.ac,.jp 

S 

海外渡航の目的、現地での活動期間等に応じて、
要否が変わります。 

「留学プログラム/授業科目名(1)」が
反映されます 

渡航目的が「私事旅行」、「部
活・サークル活動の一環での
渡航」の場合、出張手続きの
有無が「はい」の場合は表示
されません。 

https://wfdev.irds.titech.ac.jp/RakWF21/rkapServlet?pg=rkad1100&revid=63804&lang=0
mailto:system@irds.titech.ac.jp
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4. 海外渡航届の内容を確認する 

【共通】Ⅴ．申請文書の内容・承認状況を確認する を参照してください 
 
 

5. 海外渡航届の内容を修正する 

【共通】Ⅵ. 申請文書の内容を修正する を参照してください 
 
 

6. 海外渡航届を削除する（海外渡航や留学を取りやめる） 

【共通】Ⅶ．申請文書を削除する（海外渡航や留学を取りやめる） を参照してください 
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Ⅱ．留学願 

1. 自動作成された留学願を開く 

海外渡航届の入力の際に「留学願」作成要とされた場合は、留学願の下書きが自動作成され、一時保存
されています。留学願の下書きには、海外渡航届申請時に入力した内容がコピーされています。 
 
※「作成」ボタンから留学願を新規に作成することはできません。必ず、海外渡航届を最初に作成・提出す
る必要があります。 
 

（１）画面上部の「下書き」タブ（または「下書き」ボタン）をクリックし、一時保存中の留学願を開き
ます。 
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※海外渡航届を提出したが留学願が自動作成（一時保存）されていない場合、以下が考えられます。 
a. 留学願を提出する必要のないタイプの海外渡航である。（*） 

→ 関連する海外渡航届の C.留学願の作成要否を確認願います。「作成不要」の場合、留学願は自
動作成（一時保存）されません。 

b. （海外渡航届を提出した直後の場合）留学願が自動作成されている最中である。 
→ ページを更新してください。 

(*)自身がどのタイプかは「渡航タイプ Finder」で確認できます。 
 
 

2. 保証人同意書を作成する 

保証人ではなく連絡先人を教務課に届け出ている大学院生は、保証人同意書の作成は不要ですので、「３．
留学願を作成する。」に進んでください。 
 
※ 教務課への連絡先人の届け出有無は、留学願の G.保証人等登録情報に表示されています。 

 
 
（１）「台紙印刷」ボタンをクリックし、保証人同意書の PDF ファイルをダウンロードします。 

 
 
※ダウンロードされた保証人同意書には、「海外渡航届」申請時に入力した内容が記載されています。 
その内容を変更したい場合は、「3．留学願を作成する」を参照の上、変更したい項目に変更内容を入力後、
一時保存し、改めて「台紙印刷」ボタンから「保証人同意書」を出力してください。 

 
※「台紙印刷」ボタンをクリックしてもファイルがダウンロードされない場合は、お使いのブラウザで 
ポップアップがブロックされている可能性があります。ブラウザの設定をご確認ください。 
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（２）保証人同意書を印刷し、「本人氏名（自署）」と保証人情報を記載します。必要に応じて、保証人に
署名を依頼してください。 
 
※ 保証人欄に保証人の名前が小さく印字されます。保証人に署名を依頼する際は、必ずこの方の署名を
もらってください。登録されている保証人と違う人の署名だと提出し直しになります。 

   
 
（３）署名した保証人同意書をスキャンして、T2APPs にアップロードします。アップロード方法を参照

してください。  

（「連絡先人」が登録されていない場
合、）保証人の名前が小さく印字され
ます。必ずこの方の署名をもらってく
ださい。 

「連絡先人」が登録されている場合
は、「提出不要」と印字されます。 
この場合、保証人同意書（本書）の提
出は不要です。 
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3. 留学願を作成する 

（１）1-（１）のとおり、「下書き」タブから一時保存中の留学願を開きます。「再入力へ」ボタンをク
リックし、留学願の入力画面に移動します。 

  
（２）入力画面で必要な入力を行います。 

 
・B. 渡航情報 

「渡航期間」や「現地での活動期間（留学期間）」に変更があれば、データを更新してください。
なお「現地での活動期間（留学期間）」には、受入大学等が発行した受入承諾書に記載されている
受入れ期間が入力されていることを確認してください。 
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※受入承諾書に記載の受入期間と現地での活動期間が異なる場合は、「J.その他特記事項」に理由を記
入し、根拠となる書類を「Ｋ.添付ファイル」の「その他」にアップロードしてください。 
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・H. 予定する学修分野 
留学先で受講する授業科目の分やまたは研究活動について、400 文字程度で入力してください。 
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・I. 留学期間中の本学授業科目履修希望について 
D の入力項目、「本渡航での東京科学大学の単位取得」欄に記載した科目以外に、留学（オンライ
ン含む）及び海外渡航（教育研究活動）期間中に本学授業の履修を希望する場合は、授業の開講
学期ごとに、年度と学期を入力するとともに、指定の履修届をアップロードしてください。 

 

 
・J. その他特記事項 

特記すべき事項を記入します。「B.渡航情報」の活動期間（留学期間）が受入大学発行の受入承諾
書に記載の受入期間と異なる場合は、その理由を記入してください。 

 
・K. 添付ファイル 

必要書類を添付します。「ファイルを選択」をクリックしアップロードします。 
保証人同意書： 2 で作成した保証人同意書をアップロードします。 

※連絡先人を教務課に届け出ている大学院生は、提出不要です。 
留学先の受入承諾書： 留学先が作成した承諾書、または受入に関するメールのやり取りをアップ
ロードします。（※提出必須。学生氏名、留学期間、留学先機関が確認できるもの。） 
理由書、指導教員の意見書： 1 年以上留学する場合、アップロードします。 
その他添付資料： 「B.渡航情報」の活動期間（留学期間）が受入大学発行の受入れ承諾書に記載の
受入期間と異なる場合は、根拠となる書類をアップロードします。 
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4. 留学願を保存する 

（１）すべての入力が終わったら「登録」ボタンをクリックして保存します。未完成であれば「一時保存」
をクリックして、ここまで入力した情報を保存します。 

  
 

文書を「一時保存」した後に入力を再開する時は、「再入力へ」ボタンをクリックすると入力画面に
戻ります。再入力が完了したら「登録」ボタンをクリックしてください。 

 
（２）正常に保存されると、入力情報確認画面に切り替わります。 

 
 
指導教員が 2 名以上いる場合は、以下のようなポップアップ画面が表示されます。詳細は次項（5.留
学願を提出する）をご参照ください。 

 

【注意】まだ提出されていません！次項に進み提出してください。 
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5. 留学願を提出する 

（１）指導教員が複数名いる学生の場合は、「次担当者」のプルダウンから申請学生の学修・研究計画
について日頃から理解している実質的な指導教員を選びます。 
入力情報確認画面で入力内容を確認し、修正の必要がなければ「提出」ボタンをクリックします。 

   
 

※「次担当者」で選ばれた指導教員が、承認フロー上の「承認（指導教員）」に入ります。 
 
留学願が提出されると、「下書き」タブの数字が一つ減り、「申請中」タブの数字が一つ増えます。 
 

 

 

（２）「申請中」タブをクリックすると、申請中（提出済みで最終承認されていない）の文書リス
トが表示されるので、確認したい文書を選択します。 
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画面最下部の作業履歴表で承認フローの進捗を確認できます。作業実績が表示されているところ
は作業が完了しているので、下の図では指導教員の承認待ちであることが分かります。 

 

   
 

※ 提出された「留学願」は、申請者の課程に応じて、以下の流れで承認されます。 
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6. 留学願が承認される 

留学願が指導教員、初年次担当・系・コース主任、教務課で無事に承認されて、最終承認（決裁）が下
りると、申請者の東京科学大学メールアドレス宛に「【留学願】最終承認されました」というタイトル
のメールが届きます。 
 
なお、T2APPs 画面からは以下の方法で申請が最終承認されたことを確認できます。 

 
（１）ホーム画面の「一覧」タブから、文書一覧リストを表示します。 

 

 
 
該当文書の「発行状態」が「発行（自動処理）後」、「WF 状態」が「完了」となっていれば最終承認
されています。 

 

   
 

また、該当文書を開くと画面最下部に表示される作業履歴表でも、教務課による決裁が完了して
いることが確認できます。「発行」は承認フローが完了したことを意味します。 
 

   

  



29 
 

7. 留学願が差戻された場合 

承認者が提出された留学願の不備に気づいた場合は、承認者は文書を申請者に差し戻して修正を指示し
ます。留学願が差し戻されると、申請者の東京科学大学メールアドレス宛に、「【留学願】差戻されました」
というタイトルのメールが届きますので、メールに記載された修正指示を確認して必要な修正をしてく
ださい。 
 
（１）ホーム画面の「承認待ち」タブに入った該当文書を開きます。 
 

 
 
（２）文書画面の最下部に表示されている承認フローと作業履歴表の最右列のコメント欄に書かれた修

正指示を確認します。 
 
 
 
 

上記の例では、「差戻（修正指示）」 「保証人同意書に保証人のサインがないようです。保証人にサ
インをもらったうえで再アップロードをお願いします」という修正指示が入っています。 

 
※「保証人同意書」（様式）の（再）出力が必要な場合は、ホーム画面の「申請中」タブから該当文書を

開き、画面上部の「台紙印刷」ボタンで出力・印刷します。その後、必要事項を記入、PDF 化したうえ
で、本項（3）により添付します。（アップロード方法） 
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（３）（２）の修正指示に基づき、内容の修正、必要書類の添付（差替え）をします。必要に応じ承認者
に宛てたコメントを入力したうえで、「完了」ボタンをクリックします。 

 
 

画面が切り替われば、修正完了です。改めて、留学願の承認フロー（指導教員→系・コース主任→教
務課）が開始されます。 

 
 

8. 留学願が否認された場合 

申請者の留学願がなんらかの理由により承認者から否認されることが考えられます。否認されると、
申請者の東京科学大学メールアドレス宛に「【留学願】否認されました」というタイトルのメールが届
きます。否認理由がコメントに記載されますので確認します。留学を取りやめる場合は、本渡航の海
外渡航届、出発届を廃棄する必要があります（Ⅶ．申請文書を削除する（海外渡航や留学を取りやめ
る）を参照）。 
 
 

9. 留学願の内容・承認状況を確認する 

【共通】Ⅴ．申請文書の内容・承認状況を確認する を参照してください 
 
 

10. 留学願の内容を修正する 

【共通】Ⅵ. 申請文書の内容を修正する を参照してください 
 
 

11. 留学願を削除する（海外渡航や留学を取りやめる） 

【共通】Ⅶ．申請文書を削除する（海外渡航や留学を取りやめる） を参照してください 
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Ⅲ．出発届 

1. 自動作成された出発届を開く 

海外渡航届を作成した際に「出発届」作成要とされた場合、出発届の下書きが自動的に作成され、一時保
存されています。出発届の下書きには、海外渡航届で入力された内容がコピーされます。 
 
※「作成」ボタンから出発届を新規に作成することはできません。必ず、海外渡航届を最初に作成・提出する

必要があります。 
 
（１）ホーム画面上部の「下書き」タブをクリックし、一時保存中の文書リストを表示します。 
 

 
 
文書番号をクリックし、該当文書を開きます。 
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2. 誓約書を作成する 

（１）出発届画面の「台紙印刷」ボタンをクリックし、誓約書（PDF）をダウンロードします。 
 

 
 

※ダウンロードされた誓約書には、「海外渡航届」申請時に入力した内容が記載されています。その内容を
変更したい場合は、「3．出発届を作成する」を参照の上、変更したい項目に変更内容を入力後、一時保
存し、改めて「台紙印刷」ボタンから「誓約書」を出力してください。 

 
※「台紙印刷」ボタンをクリックしてもファイルがダウンロードされない場合は、お使いのブラウザで 

ポップアップがブロックされている可能性があります。ブラウザの設定をご確認ください。 
 
（２）ダウンロードした PDF を印刷します。内容をよく読んで、氏名（自署）欄に手書きで署名をしま

す。 
下段の保証人氏名欄には、教務課に登録されている保証人の名前が小さく印字されます。必ず、明記
された保証人に誓約書の内容を確認いただいたうえで、署名をもらってください。 
 

※保証人の代わりに連絡先人を登録している場合、保証人欄の記入は不要です。教務課への連絡先人の登
録有無は、G.保証人等登録情報に表示されています。 
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（３）署名した誓約書をスキャンして T2APPs にアップロードします。アップロード方法を参照してく
ださい。  

「連絡先人」が登録されていない場合、保証
人覧の「氏名（自署）」に保証人の名前が小
さく印字されます。 
必ずこの方の署名をもらってください。 

生命 優 

「連絡先人」が登録されている場合、赤字で「以
下は記入不要」と印字されます。 
この場合、保証人欄の記入は不要です。 
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3. 出発届を作成する 

（１）「再入力へ」ボタンをクリックして入力画面に移動します。 
 

 
 
（２）空欄の項目に入力します。 

   
・C. 渡航情報 

「渡航期間」や「現地での活動期間（留学期間）」に変更があれば、データを更新してください。 
往路便名・区間：乗り継ぎが生じる場合は、複数の便名を区間と共に記載します。 
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復路便名・区間：便がまだ決まっていない場合は空欄で構いません。その場合は、復路便が決まっ
た時点で情報を更新（7. 出発届の内容を修正する場合を参照）してください。 
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・P.添付ファイル 
誓約書：作成した誓約書の PDF ファイルを「ファイルを選択」からアップロードします。 

添付されている状態 
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パスポート画像：プログラム担当者から提出するよう指示がある場合は添付してください。名前の
アルファベット表記が記載されているページ（顔写真が印刷されている見開きページ）の画像を「フ
ァイルを選択」からアップロードします。 
その他添付資料１～３ : 他にもプログラム担当者より提出を求められた資料がある場合はこちらに
添付してください。 

 
 

4. 出発届を保存する 

（１）入力が完了したら「登録」ボタンをクリックします。入力が未完了の場合は「一時保存」ボタンを
クリックしてここまで入力した情報を保存します。 

   

 
一時保存状態から入力を再開する時は、青字の「再入力へ」ボタンをクリックすると入力画面に戻り
ます。 

   

入力が完了したら画面下部の「登録」ボタンをクリックしてください。 
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5. 出発届を提出する 

（１）４.で保存した内容を確認し、修正の必要がなければ「提出」ボタンをクリックして提出します。
修正する場合は、「文書を訂正」ボタンをクリックして入力画面に戻ってください。 

 
 

提出されると、「下書き」タブの数字が一つ減り、「申請中」タブの数字が一つ増えます。 

   
 

※ 提出された「出発届」は、各留学プログラム/授業科目の担当者（「プログラム担当」と呼びます）
が承認します。 
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出発届の内容・承認状況を確認する 

【共通】Ⅴ．申請文書の内容・承認状況を確認する を参照してください 
 
 

6. 出発届の内容を修正する 

【共通】Ⅵ. 申請文書の内容を修正する を参照してください 
 
 

7. 出発届を削除する（海外渡航や留学を取りやめる） 

【共通】Ⅶ．申請文書を削除する（海外渡航や留学を取りやめる） を参照してください 
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留学後 

Ⅳ．留学終了報告書 

1. 自動作成された留学終了報告書を開く 

留学前に作成した留学願が決裁された時点で、留学終了報告書の下書きが自動作成されています。留学
終了報告書の下書きには、留学願の申請時に入力した内容がコピーされています。 
 
※ 留学終了報告書の下書きがない場合は、新規に作成することもできます。 
「作成」タブをクリックして、左側のフォルダーツリーから「留学終了報告書」を選択すると、留学終了報告
書の入力画面が表示されます。2.（２）に従い、必要な情報を入力します。この場合は、留学願で入力した内
容は引き継がれていませんので、全ての情報を新たに入力する必要があります。 
 
 
（１）「下書き」タブをクリックし、一時保存された状態の留学終了報告書を開きます。 
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2. 留学終了報告書を作成する 

（１）「文書を訂正」ボタンをクリックし、入力画面へ移動します。 
 

 

 
（２）「文書を訂正」ボタンをクリックし、入力画面へ移動します。 

 
・A. 申請者情報 
住所や電話番号に変更がある場合は修正します。 

 

 
・B. 渡航情報 
渡航期間や現地での活動期間などに変更がある場合は修正します。 
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・C. 本渡航に関連する留学プログラム/授業科目情報 

留学先での在籍身分、留学/訪問先の住所等を入力します。 
 

   
・D. 留学先で受講した授業科目 

留学先で授業履修をした場合は、登録に✔を入れ、受講科目名、受講期間、週当たりの時間数、 
単位数、評価を入力します。 
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・E. 添付ファイル 

D.で履修した授業科目を登録した場合、授業科目のシラバスと成績表の添付は必須です。 
複数の科目を履修した場合は、1 つのファイルにまとめてから添付してください。 
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3. 留学終了報告書を保存する 

（１）入力が完了したら、「登録」ボタンをクリックします。 

 
 

（２）正常に登録されると、入力情報確認画面に切り替わります。修正が必要な場合は、文書を訂正ボ
タンから入力画面に戻ります。 

 

 
 

指導教員が 2 名以上いる場合は、以下のようなポップアップ画面が表示されます。詳細は次項を参
照願います。 
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4. 留学終了報告書を提出する 

（１）指導教員が複数名いる場合は、「次担当者」のプルダウンから申請学生の学修・研究計画につい
て日頃から理解している実質的な指導教員を選びます。 
入力内容を確認し、修正の必要がなければ「提出」ボタンをクリックします。 
 

 

 
留学終了報告書が提出されると、「下書き」タブの数字が一つ減り、「申請中」タブの数字が一つ増え
ます。 

 
 
※ 提出された「留学終了報告書」は、申請者の課程に応じて、以下の流れで承認されます。 
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留学終了報告書が承認される 

Ⅱ. 留学願の６．「留学願が承認される」 を参照してください。 
 
 

5. 留学終了報告書が差戻された場合 

Ⅱ. 留学願の７．「留学願が差戻された場合」 を参照してください。 
 
 

6. 留学終了報告書が否認された場合 

Ⅱ. 留学願の 8．「留学願が否認された場合」 を参照してください。 
 
 

7. 留学終了報告書の内容・承認状況を確認する 

Ⅴ．申請文書の内容・承認状況を確認する を参照してください 
 
 

8. 留学終了報告書の内容を修正する 

Ⅵ. 申請文書の内容を修正する を参照してください。 
 
 

9. 留学終了報告書を削除する（海外渡航や留学を取りやめる） 

Ⅶ．申請文書を削除する（海外渡航や留学を取りやめる） を参照してください。  
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共通 

Ⅴ．申請文書の内容・承認状況を確認する 

承認状況（最終承認の前後）に応じて、確認方法が異なります。 

1. 最終承認（決裁）前に確認する【留学願/出発届/留学終了報告書 共通】 

（１）ホーム画面の「申請中」（＝提出済みで最終承認されていない）タブに数字があるのを確認してク
リックします。（数字がない場合は、すでに決裁が下りていると思われますので２.を参照願います。） 

 

 
 

申請中の文書種別が表示されるので、確認したい種別を選択します。 
 

 
 
（２）文書リストが表示されます。「状況」欄で承認状況が確認できます。 

 
 
文書番号をクリックして文書を開きます。文書内容、および文書下部の作業履歴表から詳細な承認状
況が確認できます。 

 
    

指導教員の承認待ち。 
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※申請中の文書の修正や取下げを行う場合、最初の承認者の承認が未完了か完了かで、以降の対応
方法が異なります。そのため以下にその識別方法を示します。 

 
・承認状況１：最初の承認者の承認が未完了の場合 
 

 
 
最初の承認者（この場合は指導教員）の承認が未完了だと確認できます。 

 
 
・承認状況２：最初の承認者の承認が完了している場合 
 

 
 

最初の承認者（この場合は指導教員）の承認が完了し、次の承認者（コース主任）の承認待ちであ
ることが確認できます。 

 

最初の承認者（指導教員）の承認が未了。 

最初の承認者（指導教員）の承認は完了。 
次の承認者（コース主任）の承認待ち。 
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2. 最終承認（決裁）後に確認する【海外渡航届/留学願/出発届/留学終了報告書 共通】 

（１）ホーム画面の「一覧」タブをクリックします。 
 

 
  

画面左のフォルダーツリーから確認したい文書種別を選択します。 
 

   
 

文書リストが表示されるので、文書番号をクリックすることで文書内容が確認できます。  

 
 
（２）文書下部の作業履歴表で、最終承認（＝教務課による承認登録）が完了していることが確認できま

す。「発行」は承認フローが完了していることを意味します。 
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Ⅵ. 申請文書の内容を修正する 

承認状況および修正項目に応じて、修正の流れが異なりますのでご注意ください。 
なお、「海外渡航届」、「留学願」、「出発届」は互いに独立しているため、どれか一つを修正して
も、他の文書には修正内容が反映されません。 
操作に迷ったら、ヘルプデスク（hakenryugaku@jim.titech.ac.jp）にご相談ください。 
 

1. 最終承認（決裁）前に修正する：取り下げ/訂正【留学願/出発届/留学終了報告書 共通】 

最終承認前の文書を修正するためには、一旦申請を取り下げる必要があります。提出された文書の
「取り下げ」方法は承認状況によって異なるため、事前に、Ⅴ－１(1)-(3)の手順に従い文書の承認
状況を確認してください。 

 
（１）（最初の承認者の承認が未完了の場合）「申請中」タブを開き、該当文書を開きます。 
   

（最初の承認者の承認が完了している場合） 次の承認者に別途、メール等で該当文書の「差し戻し」
を依頼します。文書が差し戻されたら、「申請中」タブを開き、該当文書を開きます。 
 

 
 

（２）表示された文書画面の「取り下げ」ボタンをクリックします 
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（３）取り下げ理由をコメント欄に記入し、再び、「取り下げ」ボタンをクリックします。 

 
 
（４）文書が取り下げられると、「申請中」タブの数字が一つ減り、「下書き」タブの数字が一つ増

えます。「下書き」タブをクリックし該当文書を開きます。 
 

 
 

STOP! 修正項目について確認します。 

 下記 5 項目以外の修正を行う場合： 
このまま文書の訂正を行い、再申請します。（５）に進んでください。 
 

 下記 5 項目のいずれかの修正を行う場合： 
・留学願、出発届 

該当文書の削除（破棄）、海外渡航届の改訂、留学願/出発届の再作成・提出が必要です。 
（６）～（８）に進んでください。 

・留学終了報告書 
この修正はできません。関係者と調整のうえ、必要であれば（５）で「その他特記事項」
に変更内容を入力してください。 

 
 

 
 
 
 
 
 

 現地での活動期間 
（期間が 31 日未満から 31 日以上に変更になる場合） 

 留学プログラム/授業科目（１） 
 渡航の目的 
 渡航先国（1） 
 留学先/訪問先 大学･機関（1） 

修正項目について 
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（５）（上記 5 項目以外の修正を行う場合） (４) で開いた文書画面上部に表示されている、「文書
を訂正」ボタンをクリックして、必要な個所の修正を行い、最初の申請の時と同じ手順で再度
申請します。（（6)～(8)の作業は不要です） 

 
（６）（上記 5 項目のいずれかの修正を行う場合） Ⅶ－１の手順に従って、該当文書を破棄してく

ださい。 
 

（７）「海外渡航届」の修正をします。Ⅵ－２の手順に従って、「海外渡航届」を改訂してください。 
 

（８）(７)で新たに作成され、「下書き」タブに保存された「留学願」「出発届」を最初の申請の時
と同じ手順で再度申請してください。 
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2. 最終承認（決裁）後に修正する：文書改訂【海外渡航届/留学願/出発届/留学終了報告書 共通】 

最終承認後（海外渡航届については送信後）に申請文書の内容を変更することを、「文書改訂」と呼
びます。次のような理由で情報を修正する必要がある場合、改訂を行います。 

・海外渡航届： 渡航期間、渡航先国、訪問先が変更になった、緊急連絡先を変更したい、など。 
・留学願： 留学期間、留学先が変更になった、など。 
・出発届： パスポートが新しくなった、留学先の住所が変わった、帰国便の予約をとった、など。 

 
留学願、出発届、留学終了報告書を改訂申請すると、最初の申請時と同じフローに沿って承認が
行われます。最終承認者が決裁すれば改訂は完了です。最初の申請時と同じアドレスに「【文書名

(改訂)】申請されました」、「【文書名(改訂)】承認登録されました」等のメールが配信されます。 
 
海外渡航届を改訂すると、（状況に応じて）出発届と留学願の下書きが再作成されます。同様に
留学願を改訂すると、留学終了報告書の下書きが再作成されます。重複して不要になった文書
は、VII の手順に従って削除してください。 

 

（１）Ⅴ―２の手順に従って、修正が必要な「留学願」、「出発届」、「留学終了報告書」を開きます。 
  

STOP! 修正項目について確認します。 

 下記 5 項目以外の修正を行う場合： 
このまま改訂作業を続けます。（２）に進んでください。 
 

 下記 5 項目のいずれかの修正を行う場合：文書種別により対応が異なります。 
・海外渡航届 

このまま改訂作業を続けます。（２）に進んでください。 
・留学願、出発届 

該当文書の破棄（削除）、海外渡航届の改訂、留学願/出発届の再作成・提出が必要です。 
（３）～（５）に進んでください。 

・留学終了報告書 
これらの項目は修正できません。関係者と調整のうえ、必要であれば（２）に進み「その他
特記事項」に変更内容を入力してください。 

 
 
 
 
 
 

 

 現地での活動期間 
（期間が 31 日未満から 31 日以上に変更になった場合） 

 留学プログラム/授業科目（１） 
 渡航の目的 
 渡航先国（1） 
 留学先/訪問先 大学･機関（1） 

 

修正項目について 
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（２）（上記 5 項目以外の修正を行う場合） 画面上部の「改訂」ボタンをクリックして、必要な個
所の修正を行います。（（3)～(5)の作業は不要です） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

文書番号に改訂文書である（A）が付き、作成年月日が変更されます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
【（例）「留学願」の渡航期間、現地での活動期間の修正】 

渡航期間と現地での活動期間を改訂します。（改訂箇所が黄色に反転します） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渡航期間    
（改訂前）2024 年 12 月 2 日～2025 年 1 月 31 日 
            ↓ 
（改訂後）2024 年 12 月 25 日～2025 年 2 月 14 日 

・現地での活動期間  
（改訂前）2024 年 12 月 6 日～2025 年 1 月 24 日 
            ↓ 
（改訂後）2024 年 12 月 26 日～2025 年 2 月 10 日 
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修正が終了したら、「登録」ボタンをクリックします。 

 
 
入力情報確認画面に切り替わるので、内容を確認します。改訂箇所には画像のように赤字で【改訂】
と表示されます。 

 

 

修正内容に問題がなければ、「提出」ボタンをクリックします。 

 

 

（３）（上記 5 項目のいずれかの修正を行う場合） Ⅶ―２の手順に従って、該当文書を廃棄してく
ださい。「留学終了報告書」が「下書き」タブに一時保存されている場合は、Ⅶ―１の手順に従
って該当文書を破棄してください。 
 

（４）Ⅵ―２の手順に従って、「海外渡航届」を改訂してください。 
 

（５）（４）で新たに作成され「下書き」タブに保存された「留学願」「出発届」を、最初の申請の時
と同じ手順で再度申請してください。 
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Ⅶ．申請文書を削除する（海外渡航や留学を取りやめる） 

海外渡航や留学が取りやめになったら、提出済の文書を削除する必要があります。最終承認（決裁）
前と最終承認（決裁）後で、操作方法が異なりますのでご注意ください。 
 
※海外渡航届、留学願、出発届を提出済みの場合、すべての文書を個別に取り下げたうえで削除する

必要があります。どれか一つの文書を取り下げても、他の文書は提出されたままです。 
※一旦文書を削除すると元に戻せないので注意が必要です。 

 

1. 最終承認（決裁）前に削除する：文書破棄【留学願/出発届/留学終了報告書 共通】 

文書が最終承認前の場合は、一旦文書を手元に取り戻してからから削除します。これを「取り下
げ」、「文書破棄」と呼びます。 
 
※文書を提出前の場合、（１）はスキップしてください。 
 

（１）VI－1 (1)-(4)の手順を参考に、承認フロー上にある文書を取り下げ（「下書き」タブに戻し）、該当
文書を開きます。 

 
（２）文書画面上部の「文書破棄」ボタンをクリックします。 
   
  確認画面で「OK」ボタンをクリックします。 

   
 
  画面が文書リストに切り替われば、文書破棄は完了です。 
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2. 最終承認（決裁）後に削除する：文書廃棄【海外渡航届/留学願/出発届 共通】 

決裁済み（最終承認後）文書を削除することを「文書廃棄」と呼びます。決裁済み文書を廃棄するた
めには、最初の申請時と同じフローに沿った承認が必要です。最終承認者（教務課）が決裁すれば廃
棄は完了です。 
 
※決裁済み（最終承認後）文書を、申請前の状態（「下書き」タブ）に戻すことはできません。 

 
（１）ホーム画面の「一覧」タブから、該当文書を開きます。 
 

 
   

（２）画面上部の「廃棄」ボタンをクリックします。 

 
 

（３）画面が切り替わりますので、廃棄理由を入力して、「登録」ボタンをクリックします。 
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（４）入力内容を確認し、提出ボタンをクリック（＝廃棄申請）します。 

 

 
廃棄申請すると、最初の申請時と同じフローにそって承認が行われ、最終承認者（教務課）が決裁す
れば廃棄は完了します。廃棄が完了すると、最初の申請時と同じアドレスに「【文書名】廃棄されま
した」というタイトルのメールが送信されます。 
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参考  

渡航タイプ Finder  
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渡航タイプと提出必須書類  

前頁の Finder で確認した渡航タイプ別で提出が必要な書類を以下の表で確認できます。 
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